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●障害の種類や程度に 応じ て、 必要な 配慮や

コ ミ ュ ニケーショ ン 手段が異なる こ と について、

　 都民の関心と 理解を 深めます。

●情報通信技術の活用も 含め、 多様な コ ミ ュ ニ

ケーシ ョ ン 手段を 利用し やすい環境づく り を

進めていき ます。
事業者の責務

●障害者が必要と する 情報を 十分に取得・ 利用し 、

円滑に意思疎通を 図る こ と ができ る よ う にし ま

し ょ う 。 都が実施する 施策にご 協力を お願いし

ます。

都民の責務

●条例の目的及び基本理念について 理解を 深め、

都や区市町村が実施する 施策にご 協力を お願い

し ます。

東京都の責務

●障害者に よ る 情報の取得及び 利用並びに 意思

疎通に係る 施策を 総合的に策定し 、 実施し ます。

と みん せき む

むせきしゃぎょうじ

むせきときょうとう

皆さ んへのお願いです条例が目指すこと
じょう れい め ざ みな ねが
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障害者によ る 情報の取得及び利用並びに意思疎

通に係る 施策を 総合的に推進し 、 全ての都民が、

障害の有無に よ っ て 分け 隔て ら れる こ と な く 、

安心し て生活する こ と ができ るこ と を 目的と し て

います。

条例制定の目的
じょう れい せい てい もく てき
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●音声読み上げ機能に 対応し た テ キス ト

データ などの掲載

●問合せ先には、電話番号、メ ールアド レス、

FAX 番号を記載

ホームページなどでは

そのほかの例は、 下記の二次元コ ード から

ご覧く ださ い

●「 じ っ く り 聞いて」、

「 ゆっ く り 話し 」、

　「 丁寧に対応」

●図やイ ラ スト を活用

受付や窓口では

こ のほか、 拡大文字、 手書き 文字、 指点字、 読み上げ、 音訳、 代筆、 分かり

やすい表現、 実物又は絵図の提示、 身振り 、 手振り 、 表情、 文字盤、 重度

障害者用意思伝達装置、 身体障害者補助犬の使用など

聞こえない・ 聞こえにく い方

手話（ 手話通訳、 遠隔手話通訳）、

要約筆記、 筆談　 など

き き かた

理解すること が難し い方、

言葉を発すること が難し い方など

コミ ュニケーショ ンボード 　 など

かたむずかかいり

かたむずかはっばこと

見えない・ 見えにく い方

点字　 など

かたみみ

多様なコミ ュニケーショ ン手段の例
た よう しゅ だん れい

情報提供方法の例
てい きょうじょう ほう ほう ほう れい

音声コ ード を

再生し ます

こ ん に ち わ

必要な配慮やコミ ュニケーショ ン手段は、 その人ごと に異なります。必要な配慮やコミ ュニケーショ ン手段は、 その人ごと に異なります。

相手がどのよう なコミ ュニケーショ ン方法を求めているか確認し 、 対応しましょう 。相手がどのよう なコミ ュニケーショ ン方法を求めているか確認し 、 対応しましょう 。

必要な配慮やコミ ュニケーショ ン手段は、 その人ごと に異なります。

相手がどのよう なコミ ュニケーショ ン方法を求めているか確認し 、 対応しましょう 。
たい おうかく にんほうほうてあい

ようひつ りょはい だんしゅ ことひと

もと


